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新型コロナウイルス感染症予防策として 
 

 

令和５年３月１３日以降の取扱いとしてマスクの着用は個人の判断に委

ねることとなりましたが、当園では重症化リスクの高い方が多く利用され

ています。 

新型コロナウイルスの感染症法上の５類移行後においても、引き続き、施

設内での感染を防止するため、以下のとおり、ご理解とご協力をお願い申し

上げます。 

  

 

○ 患者様・ご利用者様ほか来園された方々は、マスクの着用をお願いしております。 

〇 当園では、施設内での感染を防止するため、来園される全ての皆様に、入館前の健

康チェックを行っています。 

〇 当園の利用にあたっては、「健康チェック表」の記載へのご協力をお願いします。 

〇 ご利用者様や同居ご家族に３７．５度以上の発熱があるときは、来園を控えていた

だき、外来診察・訓練・心理・装具診の場合には事前に電話でご相談いただきます

ようお願いいたします。 

〇 新型コロナウイルスに感染したと思われるときは、まずはご本人の体調を確認し、

発熱等の症状があれば、検査やかかりつけの医療機関への受診をお願いします。 

 

ご不便をおかけ致しますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

    東京都立北療育医療センター城北分園長 

   

ご協力のお願い 


